


※50％ポイント以上向上しない場合は、別途要件が課されます。 

 エ 事業対象農地の 8 割以上を担い手に集団化すること 

また、担い手への事業対象農地の集積率及び集約化率が 50％ポイント以上向上すること 

※工事前後の所有面積の増減により、清算金が発生する場合があります。 



注）H30.4 時点の事業制度に基づいて作成しています。また、採択要件等は主な項目のみ記載しています。 

 オ 事業実施地域の収益性が 20%以上向上※すること 

※販売額が 20％以上向上、又は生産コストが 20％以上削減すること。ただし後者の場合、別途要件が課されます。

この他、事業計画が県農林水産ビジョンの方針に合致しているか審査を受けます。 































注）H30.4 時点の事業制度に基づいて作成しています。また、採択要件等は主な項目のみ記載しています。 



  4) ほ場整備等に伴い農地利用集積を推進するための助成 
   ア 農地中間管理機構等による担い手への農地集積や集団化を推進するため、地元負担を軽減す

る推進費を助成 

   イ 事業主体：県 

   ウ 対象工種 

     ①区画整理、②暗渠排水、③農業用用排水施設、④農作業道、⑤土層改良、⑥農用地の保全

※③～⑥の工種については、いずれか２工種以上の実施が必要 

   エ 要件及び助成額 

要  件 地域区分 助成率 

・面的整備を実施する場合、事業対象農地は 1ha 以上（中山間 

は 0.5ha 以上）の連坦化した農地であること 

・事業費（工事費）が 1,000 万円以上 

・担い手への事業対象農地の集積率がおおむね 50％ポイント以上

向上するとともに、すべての受益地を担い手に集積すること 

・担い手への事業対象農地の集団化率が向上し、おおむね８割 

以上となること 

一般地域 5% 

中山間地域 3% 

     ※集団化とは、農地中間管理機構に貸した農地の 80%以上を担い手に集積かつ集約（団地化）すること 

注）H30.4 時点の事業制度に基づいて作成しています。また、採択要件等は主な項目のみ記載しています。 
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